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④
 

諸
外
国
に
お
け
る
取
組

の
進
展

 

  
欧
米
諸
国
で
の
取
組

 

欧
米
諸
国
で
は
、
会
社
法
等
に
よ
る
経
済
面
・
環
境
面
・
社
会
面
に
関
す
る
取
組
の

報
告
書
へ
の
記
載
な
ど
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。

 
 

項
目

 
デ
ン
マ
ー
ク

 
オ
ラ
ン
ダ

 
ノ
ル
ウ
ェ
ー

 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 
フ
ラ
ン
ス

 
イ

ギ
リ
ス

 
EU

 
ア
メ
リ
カ

 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

 
１
．
法
律
等

 
・

環
境

計
算

書
法

（
19

95
）

 
・
環
境
管
理
法

 
（

19
97

）
 

・
会
計
法

 
（

19
99

）
 

・
会
計
法

 
（

19
99

）
 

・
新
経
済
規
制
法

 
（

20
01

）
 

・
会
社

法
改
正
案

 
（

20
02

）
 

・
EU

規
則

＊
 

（
20

01
）
＊
＊

 
・
企
業
改
革
法

 
（

20
02

）
 

・
企
業
法

 
（

19
98

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
環
境
報
告
書

 
・
環
境
報
告
書

 
・

財
務

の
年

次
報

告

書
へ
追
加
開
示

 
・

財
務

の
年

次
報

告

書
へ
追
加
開
示

 
・

財
務

の
年

次
報

告

書
へ
追
加
開
示

 
・

財
務

の
年

次
報
告

書
へ

追
加
開
示

 
・

環
境

報
告

書
（
環

境
声
明
書
）

 
・
年
次
報
告
書

 
・

毎
年

発
行
す

る
取

締
役
報
告
書

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
・
義
務

 
・
義
務

 
・
義
務

 
・
義
務

 
・
任
意

 
・
任
意

 
・
義
務

 
・
義
務

 
３
．
記
載
項
目

 
・
環
境
報
告
書
の
内

容
等

に
つ

い
て

は
原

則
と

し
て

自
由

 

・
事

業
所

の
概

要
、

環
境

影
響

、
事

業

所
が

環
境

保
全

の

た
め

に
実

施
し

た

対
策

及
び

導
入

設

備
、

関
連

す
る

環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン

ス
デ
ー
タ
 

等
 

・
環

境
に

著
し

い
影

響
を

与
え

う
る

活
動

、
製

品
に

関

す
る

情
報

、
種

別

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

、
製

品
内

の

有
害

物
質

の
種

類
と

量
、

等
 

・
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

の
状

況
、
環

境
保

全
対

策
の

内
容

、
法

規
制

遵

守
や

許
可

証
に

関
す

る
情

報
 

等
 

・
天

然
資

源
や

再
生

可
能

な
エ

ネ
ル

ギ

ー
の

使
用

状
況

、

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

組

織
体

制
、

環
境

影

響
削

減
の

方
針

と

投
資
 

等
 

 
・

環
境

側
面

、
及
び

環
境

側
面

に
関

す

る
影
響

 
・

環
境

パ
フ

ォ
ー
マ

ン
ス

 
・

環
境

認
証

人
の
氏

名
、
認
証
日
 

等
 ・

事
業
内
容
等

 
・

環
境

規
制
の

遵
守

状
況
等

 

４
．
対
象

 
・
環
境
保
護
法
で
許

認
可

を
受

け
る

必
要

が
あ

る
事

業
所

 

・
環

境
負

荷
の

大
き

さ
に

よ
る

特
定

の

事
業
所

 

・
会

社
法

の
対

象
と

な
る

す
べ

て
の

会

社
 

・
環

境
法

に
よ

り
報

告
や

操
業

許
可

を

義
務

づ
け

ら
れ

て

い
る

す
べ

て
の

会

社
 

・
全
上
場
企
業

 
・

会
社

法
改

正
案
に

よ
る

特
定

の
パ

ブ

リ
ッ

ク
・

カ
ン

パ

ニ
ー

お
よ

び
プ

ラ

イ
ベ

ー
ト

・
カ

ン

パ
ニ

ー
 

・
任

意
参
加

で
あ
り

制
限
は
な
い

 
・

株
式

を
公

開
す
る

全
て
の
事
業
者

 
・
上
場
企
業

 

・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 ・
約

3,
00

0
事
業
所

 ・
約

25
0
事
業

所
 
・

31
7,

19
3
事
業
者

 ・
約

10
,0

00
事
業
者

 ・
約

90
0
事
業

者
 

 
 

・
約

1
万
５
千
社

 
・

15
76

企
業

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
・
金

属
工

業
、
セ

メ

ン
ト
業
、
化
学

工

業
、
製
紙

業
、
食

品
業
、
電
力
、
廃

棄
物
処
理
業
等

 

・
金

属
工

業
、

化
学

工
業

、
製

紙
業

、

廃
棄
物
処
理
業
等

  
・

19
98

:8
99

の
付
録

に
列

挙
さ

れ
た

内

容
が

業
務

に
含

ま

れ
る
業
種

 

 
・

業
種

に
よ

る
制
限

は
無
い

 
 

 
 

 ＊
 

EU
 環

境
管
理
監
査
制
度
（

EM
AS

）
へ
の
事
業
者
の
自
発
的
参
加
を
認
め
る
欧
州
閣
僚
理
事
会
及
び
欧
州
委
員
会
の
規
則
（

20
01

年
）

 
＊
＊
 
各
国
で
の
法
的
位
置
づ
け

 
・
イ
ギ
リ
ス
：

20
02

年
の
勧
告
を
受
け
、
英
国
政
府
は
事
業
者
に
向
け
て

IS
O

 1
40

01
並
び
に

EM
AS

参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

 
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
：
参
加

EM
AS

へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
具
体
的
な
政
策
は
な
い
。

・
ド
イ
ツ
：

EM
AS

に
登
録
し
た

SM
E
へ
の
投
資
の
斡
旋
：
環
境
に
関
す
る
外
部
監
査
の
緩
和
な
ど
の
政
策
を
施
行
し
て
い
る
。

 

 
－

 1
26

 －
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欧
州
諸
国
で
の
取
組

 

デ
ン
マ
ー
ク

 
項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
環
境
計
算
書
法
（

19
95

）
 

（
20

01
年
及
び

20
02

年
に
一
部
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
）

 
２
．
報
告
媒
体

 
・
環
境
報
告
書

 
・
義
務
／
任
意

 
・
行
政
機
関
に
提
出
後
、
公
表
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

 
３
．
記
載
項
目

 
・
事
業
者
は
法
律
の
定
め
る
記
載
事
項
の
開
示
さ
え
行
え
ば
、
環
境
報
告
書
の
内
容
等
に
つ
い

て
は
原
則
と
し
て
自
由

 
４
．
対
象

 
・
環
境
保
護
法
で
許
認
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
事
業
所

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・
約

3,
00

0
事
業
所

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
・
金
属
工
業
、
セ
メ
ン
ト
業
、
化
学
工
業
、
製
紙
業
、
食
品
業
、
電
力
、
廃
棄
物
処
理
業
等

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
な
し

 
５
．
審
査
制
度

 
・
環
境
報
告
書
に
対
す
る
監
査
は
任
意
で
あ
る
。
従
っ
て
、
環
境
報
告
書
に
対
す
る
内
部
監
査
も
し
く
は
外
部
監
査
が
行
な
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て

G
re

en
 a

cc
ou

nt
に

記
述
す
る
か
ど
う
か
も
任
意
で
あ
る
。
記
述
す
る
場
合
、
監
査
人
名
、
役
職
、
会
社
名
を
明
ら
か
に
し
、
監
査
リ
ポ
ー
ト
の
フ
ル
コ
ピ
ー
を
添
付
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

 
・
な
お
、
上
記
の
監
査
と
は
別
に
、

20
02

年
の
改
定
に
よ
り
、
地

方
当
局
が
各
社

の
G

re
en

 A
cc

ou
nt

を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
の
旨
を

G
re

en
 A

cc
ou

nt
に
記
入
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
監
査
で
は
な
く
、
行
政
が
も
っ
て
い
る
情
報
と
、
該
当
事
業
者

の
G

re
en

 A
cc

ou
nt

の
内
容
に
矛
盾
が
な
い
か
を
検
査
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
任
意

 
 オ
ラ
ン
ダ

 
項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
環
境
管
理
法
（

19
97

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
環
境
報
告
書

 
・
義
務
／
任
意

 
・
一
般
公
表
用
及
び
行
政
機
関
提
出
用
の

2
種
類
の
環
境
報
告
書
を
作
成
し
、
行
政
機
関
へ
の

提
出
及
び
公
表
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
（
義
務
付
け
は

20
01

年
7
月

1
日
よ
り
） 

３
．
記
載
項
目

 
・
事
業
所
の
概
要
、
事
業
所
に
起
因
す
る
環
境
影
響
（
関
連
す
る
定
量
的
デ
ー
タ
の
概
要
を
含

む
）
、
事
業
所
が
環
境
保
全
の
た
め
に
実
施
し
た
技
術
的
、
組
織
的
、
経
営
上
の

対
策
及
び
導
入
設
備
、
左
記
に
関
連
す
る
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
デ
ー
タ
（
実
績
値
と
目
標

値
の
両
方
を
記
載
）

 
４
．
対
象

 
・
環
境
負
荷
の
大
き
さ
に
よ
る
特
定
の
事
業
所

 
（
具
体
的
に
は
、
二
酸
化
炭
素
、
窒
素
酸
化
物
、
硫
黄
酸
化
物
、
廃
棄
物
、
排
水
量
等
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
全
体
の
総
排
出
量
の

0.
1％

以
上
を
排
出
す
る
事
業

者
）

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・
約

25
0
事
業

所
 

・
対
象
と
な
る
業
種

 
・
金
属
工
業
、
化
学
工
業
、
製
紙
業
、
廃
棄
物
処
理
業
等

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
環
境
報
告
書
の
発
行
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
組
織
の
中
に
は
、
規
模
の
大
き
な
下
水
処
理
場
、
電
力
会
社
、
空
港
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
民
営
化
さ
れ
て
い
る
が
、

国
が
株
を
保
有
し
て
い
た
り
、
整
備
に
税
金
が
投
入
さ
れ
る
な
ど
、
公
的
側
面
が
強
い

 
５
．
審
査
制
度

 
・
第
三
者
に
よ
る
監
査
制
度
は
未
だ
試
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
施
行
日
は
未
定
で
あ
る
。
従
っ
て
現
段
階
で
は
、
審
査
制
度
は
任
意
で
あ
る
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
任
意

 
  

－
 1

27
 －
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ノ
ル
ウ
ェ
ー

 
項
 

目
 

内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
会
計
法
（

19
99

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
財
務
の
年
次
報
告
書
へ
追
加
開
示

 
・
義
務
／
任
意

 
・
年
次
報
告
書
の
中
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
報
告
で
の
環
境
情
報
の
開
示
を
義
務
付
け

 
（
年
次
報
告
書
は
政
府
機
関
に
提
出
さ
れ
、
一
般
市
民
も
こ
れ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
般
市
民
向
け
の
環
境
報
告
書
を
作
成
す
る
法
的
義
務
は
な
い
）

 
３
．
記
載
項
目

 
・

運
営

：
環

境
に

著
し

い
影

響
を

与
え

う
る

活
動

、
原

材
料

、
製

品
に

関
す

る
情

報
、

環
境

保
全

計
画

、
対

策
の

内
容

、
企

業
が

設
定

し
た

目
標

等
 

・
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

デ
ー

タ
：

種
別

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

排
出

汚
染

物
質

、
騒

音
、

粉
塵

、
振

動
等

の
量

的
情

報
種

別
廃

棄
物

排
出

量
、

廃
棄

の
仕

方
、

河
川

・
海

へ

の
沈

殿
な

ど
事

故
の

危
険

性
運

輸
に

伴
う

環
境

負
荷

、
 

・
製

品
関

連
：

製
品

内
の

有
害

物
質

の
種

類
と

量
製

品
の

使
用

後
段

階
で

の
廃

棄
物

の
種

類
と

量
製

品
の

使
用

段
階

に
お

け
る

環
境

負
荷

 
４
．
対
象

 
・
会
社
法
の
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
会
社

 
（
小
企
業
を
含
め
、
除
外
さ
れ
る
企
業
は
無
い
）

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・

31
7,

19
3
事
業
者

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
 

・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
な
し

 
５
．
審
査
制
度

 
・
な
し

 
（
財
務
上
の
監
査
制
度
は
適
用
さ
れ
な
い
）

 
・
義
務
／
任
意

 
－

 
 ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
会
計
法
（

19
99

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
財
務
の
年
次
報
告
書
へ
追
加
開
示

 
・
義
務
／
任
意

 
・

年
次

報
告

書
で

の
環

境
情

報
の

開
示

を
義

務
付

け
 

（
年
次
報
告
書
は
政
府
機
関
に
提
出
さ
れ
、
一
般
市
民
も
こ
れ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
）

 
３
．
記
載
項
目

 
・

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
の

状
況

、
環

境
保

全
対

策
の

内
容

、
環

境
影

響
が

企
業

の
財

務
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

や
将

来
の

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

直
接

・
間

接
的

に
影

響
を

与
え

る
か

ど
う

か
、

及
び

法
規

制
遵

守
や

許
可

証
に

関
す

る
情

報
等

 
４
．
対
象

 
・
環
境
法
に
よ
り
報
告
や
操
業
許
可
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
会
社

 
環
境
に
被
害
を
与
え
る
恐
れ
の
あ
る
業
務
や
、
排
水
や
固
体
の
廃
棄
物
を
排
出
す
る
業
務
、
危
険
物
を
取
り
扱
う
業
務
を
行
う
会
社

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・
約

10
,0

00
事
業
者

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
・

19
98

:8
99

の
付
録
に
列
挙
さ
れ
た
内
容
が
業
務
に
含
ま
れ
る
業
種

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
な
し

 
５
．
審
査
制
度

 
・
財
務
上
の
監
査
制
度
を
適
用

 
環
境
に
関
す
る
情
報
は
年
次
報
告
書
に
含
め
、
管
理
当
局
に
報
告
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
  

－
 1

28
 －
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フ
ラ
ン
ス

 
項
 
目

 
内

 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
新
経
済
規
制
法
（

20
01

）
 

（
会
社
法
改
正
の
一
環
と
し
て
成
立
）

 
２
．
報
告
媒
体

 
・
財
務
の
年
次
報
告
書
へ
追
加
開
示

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
（
違
反
に
対
す
る
罰
則
規
定
は
な
い
）（

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
報
告
書
、
環
境
報
告
書
を
作
成
す
る
か
否
か
は
企
業
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
）

 
３
．
記
載
項
目

 
・
著
し
い
環
境
側
面
の
特
定
、
天
然
資
源
や
再
生
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
状
況
、
大
気
・

水
質
土
壌
汚
染
状
況
、
廃
棄
物
発
生
状
況
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
組

織
体
制
や
緊
急
事
態
を
含
め
た
従
業
員
教
育
状
況
、
環
境
影
響
削
減
の
方
針
と
投
資
等

 
４
．
対
象

 
・
全
上
場
企
業

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・
約

90
0
事
業

者
 

・
対
象
と
な
る
業
種

 
 

・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
特
定
の
規
定
は
な
い
が
、
上
場
企
業
の
中
に
公
的
セ
ク
タ
ー
に
当
て
は
ま
る
特
殊
会
社
フ
ラ
ン
ス
テ
レ
コ
ム
や
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 

５
．
審
査
制
度

 
・
財
務
上
の
監
査
制
度
を
適
用

 
会
計
監
査
役
は
年
間
報
告
書
に
記
載
の
年
次
決
算
お
よ
び
全
て
の
情
報
を
監
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境
情
報
も
監
査
対
象
と
な
る
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
 イ
ギ
リ
ス

 
項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・
会
社
法
改
正
案
（

20
02

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
財
務
の
年
次
報
告
書
へ
追
加
開
示

 
・
義
務
／
任
意

 
・
任
意
（
環
境
問
題
に
関
す
る
会
社
の
方
針
等
を
記
載
す
る
こ
と
が
必
要
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
レ
ビ
ュ
ー
の
目
的
に
沿
っ
て
取
締
役
が
判
断
を
行
う
）

 
３
．
記
載
項
目

 
 

４
．
対
象

 
・
会
社
法
改
正
案
に
よ
る
特
定
の
会
社

 
営
業
及
び
財
務
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
の
提
出
が
法
令
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る
の
は
、

 
１
．
下
記
の
基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
項
目
を
満
た
す
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー

 
(1

)売
上
高
が

£5
0M

を
超
え
る
 

(2
)貸

借
対
照
表
残
高
が

£2
5M

を
超
え
る
 

(3
)従

業
員
が

50
0
人
を
超
え
る

 
２
．
下
記
の
基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
項
目
を
満
た
す
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
カ
ン
パ
ニ
ー

 
(1

)売
上
高
が

£5
00

M
を
超
え
る
 

(2
)貸

借
対
照
表
残
高
が

£2
50

M
を
超
え
る
 

(3
)従

業
員
数
が

50
00

人
を
超
え
る

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
 

・
対
象
と
な
る
業
種

 
・
業
種
に
よ
る
制
限
は
無
い

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
下
記
の
基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
項
目
を
満
た
す
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
カ
ン

パ
ニ
ー
に
は
、
営
業
及
び
財
務
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
の
提
出
が
法
令
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る

 
(1

)
売
上
高
が

£5
0M

を
超
え
る
 

(2
)貸

借
対
照
表
残
高
が

£2
5M

を
超
え
る
 

(3
)従

業
員
が

50
0
人
を
超
え
る

 
５
．
審
査
制
度

 
・
営
業
及
び
財
務
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
は
監
査
の
対
象
で
あ
り
、
環
境
問
題
に
関
す
る
会
社
の
方
針
等
を
監
査
対
象
外
と
す
る
よ
う
な
規
定
は
な
い

 
・
対
象
と
な
る
組
織
に
お
い
て
、
監
査
は
毎
年
実
施
さ
れ
る

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務
（
営
業
及
び
財
務
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
は
義
務
。
環
境
問
題
に
関
す
る
会
社
の
方
針
等
を
記
載
す
る
こ
と
が
必
要
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
レ
ビ
ュ
ー
の
目
的
に
沿
っ
て

取
締
役
が
判
断
を
行
う
）

 
  

－
 1

29
 －
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欧
州

連
合
で
の
取
組

 

EU
 

項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
・

EU
 環

境
管
理
監
査
制
度
（

EM
AS

）
へ
の
事
業
者
の
自
発
的
参
加
を
認
め
る
欧
州
閣
僚
理
事
会
及
び
欧
州
委
員
会
の
規
則
（

20
01

年
）

 
◎
各
国
で
の
法
的
位
置
づ
け

 
－
イ
ギ
リ
ス
：

20
02

年
の
勧
告
を
受
け
、
英
国
政
府
は
事
業
者
に
向
け
て

IS
O

 1
40

01
並
び
に

EM
AS

参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

 
－
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
：
参
加

EM
AS

へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
具
体
的
な
政
策

は
な
い
。

－
ド
イ
ツ
：

EM
AS

に
登
録
し
た

SM
E
へ
の
投
資
の
斡
旋
：
環
境
に
関
す
る
外
部
監
査
の
緩
和
な
ど
の
政
策
を
施
行
し
て
い
る
。

 
２
．
報
告
媒
体

 
・
環
境
報
告
書
（
環
境
声
明
書
）

 
・
義
務
／
任
意

 
・
任
意

 
３
．
記
載
項
目

 
・
活
動
、
製
品
、
サ
ー
ビ
ス

 
・
環
境
政
策
、
環
境
管
理
シ
ス
テ
ム

 
・
深
刻
な
環
境
打
撃
を
招
く
直
接
的
、
間
接
的
な
環
境
側
面
、
及
び
環
境
側
面
に
関
す
る
影
響

 
・
重
大
な
環
境
側
面
や
環
境
へ
の
影
響
に
関
連
す
る
環
境
目
的
、
環
境
目
標
・
深
刻
な
環
境
影

響
を
考
慮
し
た
環
境
目
的
や
環
境
目
標
に
対
す
る
組
織
活
動
に
関
す
る
デ
ー
タ

 
・
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
関
す
る
他
の
事
項

 
・
環
境
認
証
人
の
氏
名
、
認
証
番
号
、
認
証
日

 
４
．
対
象

 
・
任
意
参
加
で
あ
り
制
限
は
な
い

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
 

・
対
象
と
な
る
業
種

 
 

・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
 

５
．
審
査
制
度

 
・
第
三
者
に
よ
る
監
査
制
度

 
・
環
境
保
証
人
に
よ
り
、
環
境
声
明
の
信
頼
性
、
正
確
性
が
調
査
さ
れ
る
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務
（
制
度
へ
の
参
加
自
体
は
任
意
）

 
  

－
 1

30
 －
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欧
州
諸

国
以
外
で
の
取
組

 

ア
メ
リ
カ

 
項
 

目
 

内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
企
業
改
革
法
（

20
02

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
年
次
報
告
書

 
・
義
務
／
任
意

 
・

SE
C
（
米
国
証
券
取
引
委
員
会
）
に
対
し
て
、
株
式
を
公
開
す
る
全
て
の
事
業
者
を
対
象
に

、
年
次
報
告
書
に
お
い
て
事
業
業
績
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
環

境
問
題
等
へ
の
対
応
を
含
む
事
項
を
記
述
す
る
こ
と
を
定
め
る
規
則
の
制
定
を
義
務
付
け

 
・
こ
れ
を
受
け
て
、

SE
C
で
は
、
財
務
報
告
書
に
記
載
す
る
環
境
情
報
に
つ
い
て
の
要
求
事
項

を
定
め
て
い
る

 
３
．
記
載
項
目

 
・
企
業
改
革
法
は
事
業
内
容
の
公
開
を
義
務
付
け
て
い
る

(1
01

条
)。

ま
た
年
次
報
告
書
提
出
に
関
す
る
代
表
取
締
役
の
責
任
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

(3
02

条
)。

し
か
し
、
環

境
計
算
に
つ
い
て
は
特
別
に
言
及
し
て
い
な
い
。
財
務
会
計
基
準
審
議
会
の

St
at

em
en

t o
f F

in
an

ci
al

 A
cc

ou
nt

in
g 

St
an

da
rd

s 
N

o.
5 

当
該
偶
発
事
象
の
会
計
処
理
法
に
つ

い
て
言
及
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
の

St
ae

m
en

t o
f P

os
iti

on
 9

6-
1 

は
環
境
負
債
の
公
開
に
関
し
て
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

 
４
．
対
象

 
・
株
式
を
公
開
す
る
全
て
の
事
業
者

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・
約

1
万
５
千
社

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
 

・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
な
し

 
５
．
審
査
制
度

 
・
第
三
者
に
よ
る
財
務
上
の
監
査
制
度
を
適
用

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
 オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

 
項
 
目

 
内
 
 
容

 
１
．
法
律
等

 
企
業
法
（

19
98

）
 

２
．
報
告
媒
体

 
・
毎
年
発
行
す
る
取
締
役
報
告
書

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 
３
．
記
載
項
目

 
・
環
境
規
制
の
遵
守
状
況
。
環
境
規
制
に
反
す
る
活
動
を
行
な
っ
た
場
合
、
そ
の
内
容
を
年
次
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
４
．
対
象

 
・
上
場
企
業

 
・
対
象
と
な
る
実
際
の
規
模

 
・

15
76

企
業

 
・
対
象
と
な
る
業
種

 
 

・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
の
有
無
等

 
・
公
的
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
定
は
な
い
。
公
的
セ
ク
タ
ー
は

Pu
bl

ic
 S

ec
to

r M
an

ag
em

en
t A

ct
19

95
,P

ub
lic

 F
in

an
ce

 a
nd

 A
ud

it 
Ac

t 1
98

7
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
５
．
審
査
制
度

 
・
財
務
上
の
監
査
制
度
を
適
用
。
会
計
監
査
役
は
年
間
報
告
書
に
記
載
の
年
次
決
算
お
よ
び
全
て
の
情
報
を
監
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
・
義
務
／
任
意

 
・
義
務

 

  
－

 1
31

 －
 



 
－

 1
32

 －
 

  
一

般
に
、
環
境

報
告

を
行
う
理

由
と
し
て
あ
げ

ら
れ

る
の
が

、
�
ア

カ
ウ

ン
タ

ビ
リ
テ

ィ
（

説
明
責

任
）
と

�
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

で
あ
る
。
企
業

が
自
主
的
に
行

う
環
境
報
告

で
あ
っ
て
も
、
情
報

が
受

け
手

に
と
っ
て
有
意
義

で
な
け
れ
ば
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
も

果
た
せ
ず
、
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
成
立

し
な
い
。
そ
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体

か
ら
環
境
報
告
書

の
記
載
内
容
等

に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
発
行

さ
れ
て
い
る
。

 
ま
た
、

G
R

Iガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

発
表

、
ダ
ウ
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（

D
JS

I）
、
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ー
フ
ォ
ー
グ
ッ
ド
（

TF
SE

4 
G

oo
d）

 の
出

現
な

ど
に
よ
り
、
環
境
報
告

か
ら
持
続
可
能
性
報
告
書

へ
の
移
行

も
見

ら
れ
始

め
て
い
る
。

 
 

各
種
環
境
報
告

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 
（
民
間

レ
ベ
ル
）

 

C
C

C
:カ

ナ
ダ

商
業
会
議
所

 

C
ER

ES
：
環
境
に
責
任
を
持
つ
経
済
の
た
め
の
連
合

 

PE
R

I：
公
共
環
境
報
告
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

 

IIS
D
：
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
の
国
際
研
究
所

 

W
IC

E：
世
界
産
業
環
境
委
員
会

 

（
現
 
世
界
経
済
人
会
議
：

W
BC

SD
）

 

U
N

-IS
AR

：
国
連
－
会
計
・
報
告
の
国
際
基
準
に
関
す
る
専
門
家

に
よ
る
政
府
間
作
業
グ
ル
ー
プ

 

U
N

EP
：
国
連
環
境
計
画

 

EM
AS

：
環
境
管
理
・
監
査
要
綱
規
則

 

環
境
報
告
書

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
記
載
項
目

の
整
理

 

ガ
イ

ド
ラ
イ
ン

 
 内
容

 

CCC 

CERES 

PERI 

IISD 

WICE 

UN-ISAR 

UNEP 

EMAS 

GRI 

上
級
経
営
者

(最
高
経
営
責
任
者
な
ど

)に
よ
る
序
文

 
 

 
 

 
○

 
 

 
 

○
 

業
務
内
容
と
環
境
リ
ス
ク
の
記
述

 
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 ○

 
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
記
述

 
 

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 
○

 ○
 

全
社
的
な
方
針
・
目
的
・
目
標
の
声
明

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 ○
 

環
境
リ
ス
ク
に
注
意
を
喚
起
す
る
率
先
的
活
動
と
結
果
分
析

 
○

 
○

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 
○

 ○
 

・
資
源

(天
然
資
源
お
よ
び
人
工
資
源

) 
○

 
○

 
 

 
 

 
○

 
○

 ○
 

・
生
息
圏
の
改
変

 
 

○
 

 
 

 
 

○
 

 
○

 
・
汚
染
（
排
出
、
放
出
）

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 

○
 
○

 ○
 

・
廃
棄
物

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

○
 
○

 ○
 

・
エ
ネ
ル
ギ
ー

 
○

 
○

 
 

 
 

 
○

 
○

 ○
 

・
リ
ス
ク
（
有
害
・
危
険
生
産
物
、
報
告
可
能
な
事
故
）

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

○
 
○

 ○
 

・
操
業
施
設
（
土
地
、
地
下
水
）

 
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 
・
製
品
イ
ン
パ
ク
ト
（
包
装
、
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
性
）

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 
○

 
○

 
財
務
デ
ー
タ

 
○

 
 

 
 

○
 

○
 

○
 

 
○

 
法
的
遵
守

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

○
 

監
査
と
報
告
書

 
 

○
 

○
 

○
 

 
 

○
 
○

 
○

 
安
全
と
健
康

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

 
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
関
係

 
 

 
○

 
 

○
 

 
○

 
 

○
 

環
境

パ
フ

ォ
ー
マ

ン
ス

報
告

（
カ

ナ
ダ

勅
許

会
計

士
協

会
）

に
加

筆
(2

00
0)

 

環
境
報
告
書

に
関

す
る
国
際
的

な
取
組

の
進
展
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－

 1
33

 －
 

  
G

R
I（

グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
）

 
W

BC
SD

（
持

続
可

能
な

発
展

の
た

め
の

 世
界

経
済

人
会

議
：

W
or

ld
 B

us
in

es
s 

C
ou

nc
il 

fo
r S

us
ta

in
ab

le
 D

ev
el

op
m

en
t）

 
19

97
年

に
米

国
の

非
営

利
組

織
C

ER
ES

（
C

oa
lit

io
n 

En
vi

ro
nm

en
ta

lly
 

R
es

po
ns

ib
le

 E
co

no
m

ie
s）

と
国
連
環

境
計
画

(U
N

EP
)が

合
同
事
業
と
し
て
、
持

続
可

能
性

の
報

告
書

の
質

、
厳

密
さ

、
利

便
性

の
向

上
を

目
的

に
発

足
し

た
組

織
で

あ
る

。
そ

の
活

動
と

、
作

成
さ

れ
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
内

容
は

以
下

の
よ

う
に

な
っ

て
い
る
。

 
 

• 
19

97
年
 

G
R

I設
立

 

• 
19

99
年
 
「

G
R

I持
続
可
能
性
報
告
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
－
公
開
草
案
」
公
表

 

• 
20

00
年
 
「

G
R

I持
続
可
能
性
報
告
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
発
行

 

• 
20

02
年
 
「

G
R

I持
続
可
能
性
報
告
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
改
訂

 
G

R
Iガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
主
な
内
容

 
 

G
R

Iガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
組
織
の
経
済
・
環
境
・
社
会
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
報

告
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。

 
 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
使
い
方

 
 

報
告
原
則
 
（
厳
密
な
報
告
を
促
進
す
る
た
め
の
原
則
と
取
組
み
）

 
 

報
告
書
の
内
容
（
具
体
的
な
報
告
内
容
）

 
• 

ビ
ジ
ョ
ン
と
戦
略

 
• 

報
告
組
織
の
概
要

 
• 

統
治
構
造
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

 
• 

G
R

Iガ
イ
ド
ラ
イ
ン
対
照
表

 
• 

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標

 
 
統
合
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標

 
 
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標

 
 
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標

 
 
社
会
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
標

 
• 

用
語
集
と
付
属
文
書

 

19
92

年
に
リ
オ
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
を
受
け
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
面
で
の
対
応
を
強
化
す
る

た
め
に
、
先
進
的
な
企
業
た
ち
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
。

 
 メ
ン
バ
ー
は
、
世
界

30
カ
国
、

20
業
種
に
わ
た
る

16
0
企
業
。

 
      W

BC
SD

「
St

rik
in

g 
th

e 
Ba

la
nc

e」
の
主
な
内
容

 
 ・
持
続
可
能
性
報
告
の
標
準
化
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
持
続
可
能
性
報
告
書
の

現
状
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
ま
た
持
続
可
能
性
報
告
書
の
作
成
を
検
討
中
の
企
業

が
掲
載
内
容
に

つ
い
て
ア
イ
デ
ア
を
ま
と
め
た
り
、
公
開
す
べ
き
情
報
を
検
討
す
る

た
め
の
実
践
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
な
る
よ
う
、
基
礎
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
提
示

し
て
い
る
。

 
 ・
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
し
て
、
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
プ
ロ
セ
ス
に
含
ま
れ
る
主
な

5
段
階
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

 
①
 
レ
ポ
ー
ト
の
目
的
を
明
確
化
す
る

 
②
 
レ
ポ
ー
ト
を
計
画
す
る

 
③
 
レ
ポ
ー
ト
を
構
成
す
る

 
④
 
レ
ポ
ー
ト
を
配
布
す
る

 
⑤
 
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
集
め
て
分
析
す
る

 

持
続
可
能
性
報
告

に
つ
い
て
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